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「 こども条例」制定に歩み出した高知の動き

19 9 9 年、橋本大二 郎氏 にとって3 期 目の知事選 において、

氏は「高知 で生まれ た子 ども が、 自然 や環境 に恵 まれた環 境

の中で心豊 か に育 つこ とを社会 全体で 保障す る仕 組み をつ く

ることが大事で す。そのた め に行政 、地域、家 族、学校 、企

業な どが果た すべ き役割 を条例 で定 めます 」 と、「子 どもの

権利 を守る条例 づ くり」を公約 に掲 げま した。そ の背景 には、

川崎市 の取 り組み に学 び、「子 どもの権 利条 約」パ ン フの作

成や 「子 どもの権利条 例」 づく りを求め てきた教職員 組合 ・

市民 団体の運 動があ りま した。

公 約 に基 づき、2 0 0 0 年度 は庁内で の骨子案の検 討が進め

られ ま した 。 しか し、「条 例 を身近で わか りやす く、 そ して

親しめる もの に して」 い く上 で 、「少 し時 間 をか け ま して 、

条例 づ く りへ の機 運 を高 め てま い りま す ことが 必要 だ と考

え」（県 議会での矢口事 答弁）、今年度 は地域 での子育 てに関わ

る8 人 の！崇民 をメ ンバ ー に、「み んな でつ くろう 『こ ども条

例』 プロジ 工ク ト」 を立ち上 げ、 また 「／」ト 中・ 高校 合わせ

て5 つ の協力校 」を委 嘱 し、条例の 内容 はも とよ り、制 定へ

のプ ロセスも含め て幅広い論 議を呼 びかけてい ます。

私 の勤務 する高矢口工業高 校も協 力校 とな り、7 月 に生 徒有

志約 2 0 名 で プロジ 工ク トチー ムを発足 さ せま した。夏 休み

に入 り、他の協 力校・高矢口大生 とも一緒 に学習会 を重ねて い

野 村 幸 司 （高校教員）

ます。 8 月 の2 2 、 2 3 日には、本校 と他の 協力校 か ら高校生

6 名 が川 崎市を訪 問 し、条例制 定 に参 カロした子ども たち との

交流も予定 してい ます。

条例 づく りに参加 する ことは、子 どもたちはも ちろん私 に

とって も初 めての ことであ り、具 体的な イメー ジがなかな か

描けな いままのス ター トです が、まず は県 内の子 どもたち の

おかれ ている状況 について調査 しよ う、県 内留学生 に集 まっ

ても らって討 論会 をやろ う、H P を開 設 して県 内はも とよ り

全国の高校 生たち と交 流 しよう、自分たち が呼び かけて高校

生集会 を開催 しよ う、な どと夢 をふ くらませてい ると ころで

す。

条例制 定に関 しては、すで に県議会 において も賛否両論 が

あが っています。子 どもの権 利を きちんと条例 に盛 り込 ませ

ることは 、容 易 な事で はな いで しょう。条例 の仮称 が 、「子

どもの権 利 条例 」で は な く、「こ ども条例 」 で ある こ とも 、

その反映 だと思い ます。しか し、条例制 定の プロセスも含め 、

広く県 民に委ねて 機運 を高 めてい こうとい う知 事の判 断は賢

明で あ った と思 いま す。「協 力校」 の取 り組 みを通 じ、 子ど

もたち 自身の力 で、大人 たちの子 ども観を揺 さぶる取 り組 み

がで きれば、 と考 えて います。ぜ ひ、みな さんの知恵 を貸 し

て下 さい。
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（ 仮称）世田谷区子ども条例 について

山木 き ょ う 子 （世田谷区議会議員）

世 田谷 区で は以 前 か ら、地域 社会 と とも に，子 どもの成 長

を育むた め環境 づ くりに取 り組ん できま した 。社会情勢 や経

済状 況の 変化 、少 子化 ，核家 族化 の進行 によ り社 会全 体 での

総合的な 取 り組 みが必要 とな って きています 。年々増加 する

不登校の 子 ども違や、虐待 を受 ける子 ども達 に対 して具 体的

な対策 と して 、平成 1 0 年、「世 田谷 区地域 保健 福祉審 議会」

答申を受 け、平成 1 1 年 「子 どもを取 り巻 く］買境整 備プラ ン」

が策定 され ま した 。その 中で重点 施策 と して 「（仮称 ）子 ども

の権利宣 言・条例 」の制 定が位置 づけ られ ま した。 こどもを

対等なパ ー トナー と し、子 どもは権利の 主体であ ると とらえ、

自ら主体 的 に成 長する事 を支援す るこ とが必 要、 と していま

す。そ して子 どもの権利 の周知 、子 どもの意 見表明の仕 組み

作り、人権 尊重教 育の推進 な どがあ げ られてい ます。

平 成 12 年4 月 か ら、 新 しく 「子 ども・ 男 女共 同 参画 課」

が作 られ、 この事 を推進 する部 署にな りま した。9 月 に助役

を筆頭 と して施 策推進本 部を たちあげ、教 育委員会 、福 祉分

野、子・ 男女 と各所管 が連携す ることを合意 しま した。また、

子どもの 参画 を図る ため に、中学生評議委 員会、子 どもの討

論会 、F M 世 田谷の ラ ジオ番 組 （ハ イス クール ホ ッ トパ ーテ

ィー ）、 1 0 月 か らは リー フ レ ッ トを 作 り 、（私 立 校 に も配 布 ）

多くの意見 を日及い上 げ ま した。

そ の中 で、 1 2 月 に開催 され た子 ども会 議は 「子ど もの意

見を聞 こ う」 とい うテー マで 、色 々な活動 に関わ っている子

ども達 と、区報 で呼びか けた子 ども達3 0 ～4 0 名が集 ま りま

した。そ して これをき っか けに 13 年の 3 月まで4 回開催 する

ことにな ります。最 初仕掛 けたの は大人 で した が、2 回目か

らはテー マ、司会 すべて子 どもだ けで行い 、教 育、環境 、福

祉、家庭 、地域社 会、 について活発 な議論が かわされて いま

す。子 ども達が 世 田谷区 ’■は じめの一 歩 川と命名 し、4 回の 報

告書も まとめて います。理 想の親像 と して、話 しを聞 いて く

れる、親の 考え を押 し付 けない、 同 じ目線でい てほ しい、と

いった事 や、世 田谷 らしい 中高生の居 場所の確保 、 自分達 の

まちをき れい にす るグルー プ作 り、子 どもも 自分 達の責任 を

みつめるべ き、な ど子ども達 が真剣 に考え、具 体的な事 を出

しなが ら議 論され た様 子が報 告され ています 。最 後 に 「未来

を変えるべ く立ち上 が り、世 田谷区 を大人 と子 どもの カベ の

ない ，きれい で優 しい 町 に した い と考え 、そ れ に向 け努力 す

る事を誓い ます。」 と結ん でいます 。

一方 で、「子 ども・ 青少 年問題 協議 会」 を 1 2 月 に開催 し、

審議を開始 しま した 。 この 時に、子 ども会議 と同時進行で進

醒る小 委 員会 を発足 し、5 名 の メンバ ー を決め ま した。（学

子 ど もの権 利 条約 第57 号・ 200 1年 8 月20 日号

識経験者、青少年委員会会長、防犯会長、公募区民）また区

民，活動 団体 との 連携 は連絡 会 を・設 け意 見交 換 を実 施 して い

くこ とと しま した 。 1 2 月か ら3 月 まで に小委 員会が 5 回開催

され、子 ども会議 と小委員会の 報告を まとめて 、中 間報告が

出され ま した。そ して 6 月に所管の 任委昌会 で 「（仮称 ）世田

谷区子 ども条例 」の枠組 みが報 告さ れま した。7 月 の区 報で

これまでの 経過 を報 告する ととも に基本 的な考え かた を掲載

して い ま す 。 この 後 、夏 休 み前 に2 0 万 那 の パ ン フ レ ッ ト

（葉書 、FA X 送 信票付き ）大 人用、子 ども用を学校 、各 機 関、

団体、 に配 布 し、広 く一般区民 の意見 を聞き 、内容 に盛 り込

んだ もの を素案 と して9 月 に出 し、 1 1 月議 会 に上程 す る予

定にな って います 。

これ まで かな り丁 寧に子 ども、大人双方 の意見 を取 り入れ 、

多くの人の かかわ りで積み上 げ られ てきま した ．特 に私達の

強い要望 である 、子 ども 自身 の声も しっか り活 かされ ている

と確信 して います 。

平成 13 年の 1 1 月議会で実のある世田谷区の条例が成立

する事を願 ってい ます 。

（ 仮称）世田谷区子ども条例の基本的な考え方

（ 〇 子 どもを単 に保護 の対象 と してで はな く成長 段階 に応 じ

て自 らの意 思 と判 断で責任を持 って行動 する一 人の区 民と

して尊重

（ む 地域社会全 体での子 育ち、子育 て支 援

③保護者・学校・区民・事業者・区の責務を定め連携

④子 どもは大人 と共 に地域社会 を築 くパー トナー

⑤子 ども に係わる 区の施策の総合 的推進

㊦



川崎市子 ども会議について

保科 達 夫 （川崎市教育委員会生涯学習推進課）

1 は じめ に～川 崎市子 ども会議 、動 き始め る～

「市長は、市 政につ いて、子 ども に意見 を求め るため、川

崎市子ども会議 （以下 「子 ども会議」とい う。）を開催する 。」

川崎市子 ども の権利 に関 す る条 例第 3 0 条 に規定 され てい ま

す。以下 、「自主 的・ 自発 的な取 組 による運 営」、「意 見を市

長に提出がで きる」、「それ らの 意見を市 長 と執行機 関は尊重

する」そ して 「子 ども会 議へ の支援 」 が規定 され ていま す。

今年4 月 か ら「川 崎市子 ども会 議」 は準備会 とい うかたち で

具体 的に動 き出 しま した。

公募による準備会には、小学生 1 8 人、中学生 1 6 人、高校生

8 人と若 者 1人 の4 3 人が応 募、 8 月 まで に3 回の準 備会が終

了しま し7こ。ゲー ム、 ワー クシ ョップを しな が らこ来年度の

設置 に向 けて話 し合 いが続 いています 。

2 「川崎市子ども会議」ができるまで

・ 19 9 4 年 市制 7 0 周年 記念 と して 各 区 （全 7 区） で 「子

・ 19 9 5 年

・ 19 9 6 年

・ 19 9 7 年

・ 19 9 8 年

・ 2 0 0 0 年

ども会 議」

全市で 「川崎子ども議会」

各区で 「子ども会議」以降毎年開催

2 0 0 0 年度、7 行政区・ 3 3 中学校区で開催

子ども人権集会

『 川 崎子 ども・ 夢・共 和国 』活 動開始

公募 による子 どもがまちづ くりの視点 で活動中

（ 全市）「子ども集会」以降毎年開催、集会アピ

ール採択

『 川 崎子 ども夢パー ク （2 0 0 3 年度供用 開始）』

計画始動

「子 ども会議 」「子 ども座 談会」「子 ども集会 」。 こ うい う

会議が川崎 には、あふ れてい ます。行政 区の 「子 ども会議」、

中学校区の 「子ども会議」は、0 0 区地域教育会議 （ 7 区）、

0 0 中学校区地域教育会議 （5 1中学校区）が主催者の一員

とな ってい ます。 この地 域教育 会議は 、市民 による地域の教

育力 の向上 を目指す団体 と して、川崎独 自の歩み を してい ま

す。『川崎市生涯学習推進基本計画 （19 9 3 ）』には、地域教

育会 議の活動 の一つ と して 「子 どもの権利 条約」 の精神を活

かし、子 どもの意見表 明の機会 と して 「子 ども会 議」の開催

が期待 されて いま す、 とあ ります 。 この よ うな経過 があ り、

「 子 ども会 議」が様 々な 地域 で開催 され てい ます。「こんな ま

ちに したい」「何で も言 ってみ よ う」 な ど、様 々な テーマ で

開催されて いますが 、子 どもの 意見を どのよ うに多 くの大人

に伝える か、子 ども会 議 に参加 した子 どもはも ちろん、大 人

も大 きな課題だ と思 って いたのです 。

3 「Jtl崎市子ども会議」の意味と可能性

子 どもの意見 を市政 へ反映す る、 この ことが条例 で制度 と

して 定め られた 意義 は大 きい。 これまで各所 で行わ れた 「子

ども会 議」、「子 ども集 会」で は、意見や思 いが発表 されるも

のの 、子 どもの 意見 には行き場 がなか ったの です 。子 どもの

問題 意識は高 く、大人社 会の変革 を求め るものが多 くあ りま

した 。「環境 」を まもる ことに厳 しく、「障害 児・者」 への ま

なざ しは優 しさにあ ふれ てい ま した 。今 後は、『川 崎市 子 ど

も会 議』を手が か りの大 きな一 つと して 、子 ども 自ら発信す

る場 を得て、大人 のパー トナー と してまち づ くりの担 い手 に

もな るのです 。

『川 崎市子 ども会 議』 は子 どもの 思いの受 信基地 、発信基

地にな ります 。そ れだ けではな く、様 々な分 野で活動 する中

心になった り、 市内の子 どもの活動 を支 援す るよ うになるか

もしれません 。そ して、子 ども会議 を場 と してまた は、ホー

ムペ ージを仲介 と して多 くの子 どもや大人や社 会 との出会い

と交 流が ある で しょう。子 ども会 議で言 い 合い 、聞 き合い 、

影響 し合い、子 どもは成長 し、力をつ け、それ を広げ、深 め、

様々 な子 ども につなげて いく。子 ども会議は 、育ちの場 であ

り、学 習の場で もあるのです 。

現在 、子 どもの 遊 び場 、居 場所 と して 「川 崎子 ども夢パー

ク」（仮称） が計画 され てい ます。 2 0 0 3 年 夏、 こ こに 「川

崎市 子ども会議」 の事務所 が開か れ、そ こか らまた新 しい歩

みを は じめます 。
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監貰

「 子 どもの権利条約 フォー ラム2 0 0 1 in あおも り」だよ り

出崎 真 里 （学童保育あっとほ－むスタッフ）

私 たちの 青森 では 、 1 1月 の 「子 どもの権 利条約 フ ォーラ

ム」の開催 に向 けて、6 月 3 0 日、第 1 回目のプ レ・ フ ォーラ

ムを行い ま した 。この 日はフ リー スペー ス 「たま りば」 の代

表である西 野博之 さん に 「きみ はきみの ままでいい」 とい う

テーマ で、「場 づ く り」 のお話 を して いた だきま した。 あ り

のままの 自分 でい いとい う自己肯 定感を もてない子 どもたち

が増えて いる現実 。不登校 、ひ きこも りの子 どもたち と向き

合ってきた 西野さん の言葉 、ひ とつひ とつ か ら熱い思 いが伝

わってき ま した 。プロ グラムの ない 「この指 とまれ」方式 の

自発的参カロ型の活 動が意 味する ものは大き く、また どの よ う

なまなざ しや思 いを持 った人が その子のそ ばに居 続 けること

ができるの かが 、とて も大切な こと。子 どもたちのメ ッセー

ジに どう司 を傾 け、受 けとめて い くか、私た ち大人の行 き方

や社会のあ り方が 問われて いる と改 めて感 じま した 。そ して 、

夜は 「青森 た ま りB A R 」 を企画 し、西野 さん を囲ん で 、お

しゃべ りも 盛 り上 が りま した 。

その後、 7 月 2 0 日には第3 回実 行委員会 。予想以上の 参加

人数で、後 半は少人数 の グル ー プに分 かれ て、どの ようなフ

■
■

● ● ■

『 ア ジアの子 ども と 日本 』

荒牧重人編・明石書店／2 0 0 1年

安 部 芳 絵 （早稲田大学大学院生）

「アジア とあなた はど うい うかかわ りがあるか な ？」そ う

問わ れた らな ん と答 え るで しょ うか 。「ア ジア料 理は好 きだ

よ」「日本 もアジアの 一部 で しょ ？」「アジア って別 に自分 に

は関係 な い よ 」・‥。 じ や あ今 、 あ な た が 着 て い る 月馴まど こか

ら宋 て い る の で し ょ うか ？韓 国 製 ？タ イ 製 ？も っ と探 せ ば 、

例え ば布 の原料の 綿花 はイ ン ドでとれた かも しれな い。私た

ちは生活 の中で た くさん のア ジアと出会 っています 。でもも

しか した ら、その こと に気 づいてい ないかも しれません。

「 出会いを気 づきにか える ことが必要で ある」。ア ジアの子 ど

もたち が置かれて いる権利 侵害の現 実か ら、日本 との かかわ

り、そ して自分 との かか わ りに 「気 づ く」 ことが重要 である

と編者 は述 べます 。ア ジアの子 どもと 日本社 会に生活 する子

どもは 、いずれも違 う子 どもです 。そ の一方 で、ひ と りひと

りが尊 厳や 価値 を持つ 人 間であ り、「権 利の主 体」 と して保

障される とい う意味で は同 じ存在 でもあ るのです 。

』芸ま、 I 「アジアの子 ども と日本 」で 、子 どもの権 利

の権利条約 第 5 7号・ 20 01年 8 月20 日号

オー ラム に した いか を語 り合 いま した。分 科会 につ いて は、

C A P 、不 登校 、チ ャイル ドライ ン、 学童 保育 、食 生 活、 お

もち ゃづ くり‥・…などをテ ーマ に したもの が出て きてい ます

が、「子 ども が主体 的 に関わ ってい く分科 会 がほ しい 。」「子

ども たち対 象の プ レフ ォー ラム がで きれ ば‥…・」 ま た、「障

害のある子 どもが発 言でき る場 、障害 児を持 つ家族の 参加 を

保障 してい くことも大切 。」 とい う意見 もあ り、 これ か らの

課定員で す 。

そ して 、 この 実行 委員 会 での意 見 を基 に、 7 月 3 1 日の事

務局会 議で はフ ォー ラムの テー マにつ いて話 し合 い ま した 。

あれ これ と悩 んだ末 、

「共生の森 へ こどもとお とな の 自分 育ち

子 ども参カロの ホ ップ、ステ ップ、ジ ャンプ ！」に決定 。

子どもも大 人も 、様 々な人 々が結 び合 い、一緒 につ く って

いく こ とで 、 き っ と何 か が 変 わ って く る は ず ‥‥‥。 この フ ォ

ーラムがそれ ぞれ次 につなげ てい く良 いステ ップになれ ば女喜

しいですね。

条約 を共 通の基 準 とする こと、 そ して権

利保 障の ため の国際 協力 の必要性 や 、 日

本国内で のア ジアの 子 どもたち との共 生

の問題 、そ して市 民・ N G O 活 動 と子 ど

も参加 の重要性 について述べ ています 。

Ⅱ～V では、ア ジアの子どもとの出会い

を通 して、豊かな想像力を働 かせ、気づき

を行な ってきた子 どもたちの事例が紹介さ

れて い ま す 。 Ⅲで は 「ジ ャバ ニー ズ・フ ィ リピー ノ チル ドレ ン」

「『国際結婚』の子 どもた ち」「ニュー カマー ズの 子どもた ち」

が取 り上げ られて います 。 Ⅲでは、「アジアの子 ども と商業的

性的搾取」「アジアの子ども と労働」 が、、では 「ア ジアの子

どもとユニセ フ」に関 してユニセ フの歴史や世界サミ ッ トにつ

いて述べ られています。Ⅳで は 「アジアの子 どもか ら学ぶ’■子

ども参画■■」 と題 して、イ ン ドの働 く子 どもた ちと 日本の子 ど

もたちの 「気づき」の様子が綴 られています。

Ⅵ の座談会 で は、市 民・ N G O レベ ル で活動 な さ って い る

お二人の ゲス トを招 いて 、アジアの子 どもた ちの権利 保障 を

行な ってい く際の課 題 につ いて検討 してい ます。編者 は、子

どもの権利 条約を 「共 通語」 と して 、ア ジアの 子 どもの権利

保障 を考え てい く ことを提案 して い ます。地 球市 民 と して 、

ぜひ矢口って お くべき ことが書かれ てある一冊 です 。



子ども参加を支援するおとなたちへ

～よ りよいサポー トのための ヒン ト～ く1〉

山 本 克

はじめに ～悩 め るおとなたちへ～

子 どもた ちの活動 に関わる おとな は、いろい ろな悩み を持

つている 。その悩み はど こか ら来るの か。た とえば 「子 ども

参加 」を実 現させ ようとする おとな は子 どもた ちに対 し、意

見を求め る。子 どもたちの ホンネ、感 じるま まの 意見 、子 ど

もの 視点か らと らえた想 い、そ うい うもの を求め るの である。

しかも、そ れ らを子 どもたち が主体的 に導き 出 し、 自主 的に

述べる ことを望む ことにな る。と ころが、い ざ子 ども たちを

集め、意見 を求めて もなかな か うま くいかな い。なん とか意

見を述べ ても らお うとする と、妙 におとな側 の誘 導尋 問のよ

うにな って しま う。これで は子 どものホ ンネ を聞き出 すこと

はで きな い。 ど うす れ ばい いのだ ろ う と、 こんな ふ うに悩

むのであ る。そもそも「子 ども参加」が実現できて いるかを、

どのよ うに評価 するのか とい うことも考え ねばな らな い。こ

こで は 、 も っ と も よ く矢口られ て い る ロ ジ ャー ・ ハ ー トの 「参

カロのは しご」 で着 目 して いる子 どもの l‘主体性 ” と “意 思決

定のあ り方 ”を評 価の指標 と したい 。

筆 者が 関わ って いる「ハー トラ ン ドはちまん議会 ジ ュニア」

（ 滋賀県 近主工八幡 市、以下 議会 ジュニア）で は、行政 とN P O

がサポー トし、子 どもの 工ンパ ワメン トを通 した地域づ く り

を実践 してい る 。すで に6 年め を迎 える この活 動 を通 して、

試行 錯誤す る中で学 んでき た 「よ りよいサポー トのため の ヒ

ント」 を数 回の連載 と して述べてみ よ うと思 う。

ヒン ト1 ．「子 ども参 加」 は一 日 に して成 らず （活動 は継 続

性を持たせ よ う）

議会ジュニアの発足は平成 8 年度。市の児童家庭課の事業

として始 まった 。その 時、行政 の担当者 と筆者 でまず話 し合

らたのは、活 動を継続 的 に行 うとい うことであ った。名前 の

通り、議会 ジュニ アは子 ども議会 を開催 する。 しか し、そ れ

が単 発イベ ン ト型‾ごはいけな い。開催前 に数 回集 ま って打 ち

合わ せをすれ ば 「み せか けの 議会」 は可 能であ る。現 に行 政

担当者 も筆者 も、みせ かけ議会 を実 施 した体 験を持 っていた。

みせかけの議会 には、子 どもの “主体性 ”も “意 思決定の あ

り方 ”も存在 しない 。そ こで 、年度末の 子 ども議会 開催 に向

けて、継 続的 な活動 を計 画 したの であ る。月 1 ～2 回、子 ど

もたちの身近 な生活 をテーマ に体験学習 をする 。その ことで

子どもど う しや支援 するお となとの 関係 が築かれ る、地域へ

の愛 着もわ く、興味 関心、 問題 意識 、様 々な思 いが生 まれ モ

ティベー シ ョンも持 続 するの であ る。継 続的 な活動 の中 に、

子どもの “主体 性” や “意思決 定のあ り方” につ ながる成 長

がある。

ヒン ト2 ．支援 す るおとなを組織化 しよ う

彦（聖泉短期大学講師、生涯学習研究所S O U P 代表）

そもそも 、行政 は予算 と想 いを持 っているが ノウハ ウには

欠 ける。筆者の よ うな実 践家は ノウハ ウやアイデ ィア、想 い

は持 っているがお金がな い。この両者が結 びつ くことは大きな

意味がある（ただ し、想いが共通 していることが重要である）。

「子ども参加」 を支援 する には、お となの存在 が必 要であ

る 。前 述の ように、継 続性を考 えるな らば当然お となも継続

的 に関わる ことが求 め られる。 したが って、議会 ジュニア に

おい ても、おとなの組織 を作る ことが事前 に計 画されていた 。

この組 織はボ ランテ ィアによる ものであ り、柔軟な もの と し

た 。登録制だ が、登録 した ら必 ず毎 回出席か とい うとそ うで

はな い。 自分の 都合 に合 わせて参 カロで きる。ただ し後 述する

が、一 定の トレー ニ ンクを・受ける こ とが条 件とな る。このお

とな組織 はい わば ボラ ンテ ィアの N P O であ るが 、重要 な役

割 を持つ。それ は議会 ジュニアの存 続を守 る ことである。実

際 、近江八幡市の 場合 、議会ジ ュニアの発足 当初か ら数え る

と、行政の 直接担 当者は現 在で 2 人め、課 の管 理職は 3 人め

で ある。行政 が行 う事 業には担当者 が変 わる と消失 して しま

うものも多い が、事業 がスムー ズに引 き継 がれ、事 業その も

の も、予 算 も途絶 えず にあ るの はN P O と しての お とな 組織

の存 在が大き い。行政 の中で子 どもの活動支 援 を完結 しよう

とするには いろいろな 意味で無理 があ る。議会 ジュニアの場

合 、 ボラ ンテ ィアが行 政 職員 に事業 の 引継 ぎを す る場面 も

多 々あ る。支 援す るお とな をN P O と して組織 化 し、 トレー

ニ ンク等をす るこ とは重要 なのであ る。

ヒン ト 3 ．お となのス タンスを明確 に しよ う

議会 ジ ュニ ア発足時 、この 「子 どもの活 動を支援 するお と

な」 に どの ようなネ ー ミン グをす るか について 話 し合 った 。

当然 の ことな が ら、呼 び名 にはコンセ プ トが含 まれ ていな け

れ ばな らない 。「子 ども参加 」が 子 どもの “主体性 ”や “意

思決 定のあ り方 ” に関係 する と した ら、そ こに向き合 うお と

な は指導者で はいけな い。そ こで生 まれたの が「サポーター」

とい う呼称で ある。後 に筆者 らは 「指導者 か ら援助者へ 、先

導者 か ら伴走者 へ」 とい うキ ャ ッチ コピー を作 った 。サ ポー

タ ー と い う言 葉 は 、 テ ィ ー チ ヤー や イ ン ス トラ クタ ー よ りも

や や教育する能 力 に欠 ける印象 もある が、決 してそ うではな

い 。筆 者 らが考 えるサ ポーター は 「教え ることはで きない け

れ ど、お手 伝 い します」 とい うもの では な く、「教 える こ と

は でき るけれ ど、敢 え て支援 を します」 とい うもの である 。

この スタ ンス は重要で あ り、前述 の トレー ニン クにおいても

強調 する。具体 的なサ ポーターの 行動は次 回以降 に述べ たい

と思 う 。

子どもの権 利 条約 第57 号・ 20 01年 8 月20 日号 ∠』



子どもの権利条 約 ネ ッ トワーク主催

2 00 1年度第 1期子どもの権利条約学習講座

子どもの声を活かした社会づくり

～各地の取 り組みか ら学ぶユース工ンパ ワメ ン トのあ り方～

口第 1 回 （6 ／9 ）

子どもをサポー トする

ファシ リテ一 夕ー養 成 ワー ク シ ョップ

ファシリテ一夕ー ：山本克 彦 さん（生 涯学 習研究 所S O U P 代表 ）

今 回の講 座 は、近 主工八 幡市 の子 ども 議会 の活動 や、 公園作 りを企

画した子 ども達を紹 介 しなが ら、大人 がどの ような形 で子 ども のサ

ポー トを してい けば良 いのか を学ぶ ワー クシ ョップです。

参加 者は最 初 にアイス ブ レー キン クを行い 、グルー プに分 かれて

話したいテ ーマを 出 し、 テーマ の分業頁をす るとい う、子 ども達 が行

うの と同 じよ うな ワー クシ ョップを体験 しま した。最 初は何 とな く

硬くな って いた参加 者が アイス ブ レー キン クをする事 で、お互 いに

意見 を言い やす くな る ことを経験 しな が ら、子 どもの気持 ち を理解

して いきま す。近江八 幡市 では フ ァシ リテ一 夕ーはボ ランテ ィアの

方が多 く継続 してい る方が少 ないの で、子 ども をサポー トす る時に

次の ような事を共 通認識 と して持 つよ う指 導 して いるそ うです。

1 活動の背景の理念を共有する。（子どもの権利条約の意見表明件）

2 体験 学習方 を取 り、子 どもが 自分 の 日常に学ん だ事 を持ち帰 れ

るようにす る。

3 子 どもと活 動す る手法 を教 え る。 ［アイ スブ レーキ ン ク、 グル

ーピンクの方法など］

4 子 どもの意 見 はすべて正 解と し、指示 を仰い で くる子 ども には

どう したいの か問い直 し、その子 の意見 を引き 出す。

5 最後 にシ ェア リン クをす る。 ［各 グルー プで 話 し合 った内容 を

発表 しあって各グループの経験を共有する］

山本 さんのお 話 を伺 って 、ネ ッ トの活動 を通 じて私も感 じて いた

事で すが 、子 ども と活動 する 時に は、子 ども を指導 しな い事 が一番

大切だ と言 う事 を再 認識 しま した。 （赤池悦子 ）
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子どもの権 利 条 約 第5 7号・ 2 00 1年 8 月20 日号

ロ第2 回 （6 ／2 3 ）

1 0 代の若者による国際交流プログラム

ファシリテ一夕ー ：石 島小 夏 さん（高 校生 ）、御 子柴 明 子

さん（高校生）、平田育子 さん（大学

生）、吉沢卓さん（4 人ともピースチ

ャイル ド東京 メ ンバ ー）

「ピースチ ャイル ド東京」 は、 ワー クシ ョップ等 の活動 を通 して、

異文化理解・地球規模の問題への理解を深め、次代を担う若者を育

成する ことを 目的と して活動 している 団体で 、 1 3 歳 ～2 0 歳 の若 者

によ って 運営さ れてい ます。 19 9 2 年 か らスター トした国 際交5充プ

ログラム 「世界 が好き ！」で は、毎年 夏に8 泊9 日く らいの 日程 で、

海外か らゲス ト牢招き 、7 0 人規 模の 国際キ ャンプ を行 って い ます。

今回の講座で は、実際 に運 営に携わ り、「世界 が好き ！」 のプ ログラ

ムを担当 して いる高 校生2 名を は じめとする4 人 か ら、 ワー クシ ョッ

プ・ア クテ ィビテ ィの内 容の決 め方、参 加者の 集め方 、 ピース チ ャ

イル ド東京の魅力な どを、ワークシ ョ ップを交えなが ら深 めま した 。

前 半 は 、 テ レ ビ番組 を 見

て「紛争問題」に関心をも

つた とい う設 定 で 、実 際 ど

のよ うに 自分 達 で ワ ー クシ

ョップ ・ ア ク テ ィ ビ ィ テ ィ

を企 画 して い くの か を シ ユ

ミレー シ ョン しま した。「企 画の テー マ」 を まず決 め、 その テー マ

を定期的 に開か れてい るミー テ ィングで提起 。そ こでテー マにカロえ

て企画 内容を話 し合い 、中心 とな る数 人の メンバー を募 り、そ の後

は「実施場所（屋外なのか、室内なのか）」「日時」「会場設営（室

内で行 う場合、 イスや机 な どをどの よ うに配 置すの るか」 を一 つず

つ打ち合 わせす る。そ して、モ ノ・ ひと・ 道具 な どとい った 「必要

な物事 」を 詳細 につ めて い く。、 しかも 、 こう して 話 しあわ れた事

柄を他の メ ンバー が一 目で王聖解 でき るよ うに定 型の 「企画 書」 にま

とめ、企 画者 自身 も再確 認がで きる よう にす る。 このよ うな流 れで

企画 を煮詰 める こと で、企 画者 自身 も力 をつ けて い くこ とがで き、

良質の プログラム を提供で きるのだ と、実感 しま した。

また 、国際交 流を しなが ら問題意識 を提供 しあ い、参加 する こと

で企画 ・ア クテ ィ ビィテ ィを掘 り下 げ、さ らにア クテ ィビ イテ ィを

事前 にスタ ッフ問で シュミ レー シ ョン して中 味を深 める 、とい う手

順を踏ん でいる とい う話 は非 常に参考 にな りま した 。

後半は会場との意見交換。「世界が好き ！」プログラムは8 泊 9 日

だが、「平和」「異文化：理解」「環境と開発」などを深めるにはもっ



と長 くても いい とい う意 見も ある とい う話 や、 参加費 5 万 円は海 外

からの ゲス トヘ の旅費 補助 と期 間 を考えれ ば割高 ではな い、と いう

意見。また、活動への参加者には女性が多く、男性へのアプローチ

が課題 （む しろ男性 は、 こう した ボランテ ィア活動 よ りも企 業へ の

イン ター ン シ ップに多 く参加 して いる） とい った ことな ど、具体 的

かつ身近 に考え させ られ る内容が 活発に話 し合われ ま した。

「親 が良 い顔 を しな くても 、本人 の強い 意志で スタ ッフと して 関

わって いる高校生 も いる」 とい う石 島さん の意見 。自分 がや りたい

ことを いか に現実 に近づ けてい くか、その ため社 会・ 大人 のサ ポー

トのあ り方につ いてを考 えさせ られる講座 で した。 （林大 介）

□第3 回 （7 ／14 ）

中高生が運営する児童館～ゆう杉並

報告 ：浅野 純さん（高校生）
（ 青少年社会参加活動推進委昌会子ども委員会）

ゆ う杉並 は 18 歳 まで が使用 でき る児童 館 です 。体 育室、 お し や

べりや飲食 可能な メイ ンロビー、音楽 スタ ジオ、ミキ シングルー ム、

お料理教室が開ける部屋、ゲームコーナー、ホールなどの施設を備

え、 フ リー クライ ミンクが 出来 る ように作 られ壁 まで有 ります 。こ

のよ うな施設 が出来上 が ったのは 、企画段 階か ら建設委 員会を つ く

り子 どもの意 見を取 り入れ てきた か らで す。その メ ンバ ーだ った大

学生 と今の運 営委員 を して いる高校 生、 そ して職 員の方 にこの すば

らしい施 設が 出来 るにいた った経 緯、現荏 の運 営状況、 間置頁点な ど

につい て話 して いただ きま した 。

杉並区は 19 9 4 年の子 ど

もの権利条約の批准を受け

て、 12 条の意見表明件の実

施と して 建 設委 員 会 を作 り

ました 。 メ ンバ ー に な った

中高生はそこで半年間、夢

を語 り、ブ レイン ス ト一 三ンクを行 い、 いろい ろ突拍子 のない案 を

出し合 い、最後 に高 校3 年生 が中心 にな って案 をま とめたそ うで す。

その後 も中高生 の委 員が、一 般利用 者の声 を投書箱 や フ リー ノー ト

を通 して［吸い 上げな が ら運 営を行 ってい ます。委 員は学校 推薦 と公

募が半数ずつです。

メ ンバー の固定化を どう避 けるか 、18 才を 過ぎた O B 達の 中高生 と

のかかわ り方などい ろいろな問是頁はあ ります が、問題 が次か ら；欠に出

てくる か らこそ、子 ども達 はそれを解決 するた めに話 し合い を し、人

の立場 を理解 し、力をつ けてい くのだな と感 じま し7こ。（赤池悦 子）

口第4 回 （7 ／2 8 ）

みんながひとつの輪 になった

－川崎 市子 ど もの権 利条例 作 りに参加 して

報告 ：田森紀士さん（高2 ）、末永毒蔵さん（中3 ）、春成

沙由梨 さん（中2 ）（元川崎市子どもの権利条例子

ども委員・現川崎市子ども会議準備委員）、佐野孝

明さん（高2 ）（川崎市子ども会議準備委昌）

前半は、川崎市子ども権利条例調査研究委員会子ども委員会の5売

れにつ いて の説明 。「川 崎子 ども 集会 」で紹 介 した とい う、権利 条

例7 つの柱の芝居を、この日は紙芝居の形で紹介。視覚で訴える方

法は、言葉 だけで伝え るよ りも ダイ レク トに伝わ り、理解 しやすい、

権利 って身近 なもの、 とい う

認識 をた くさんの人に持 って

欲しいとい う考え からです。

後 半 は 、デ イス カ ッシ ョ

ン。 大 人 の参 加 者 か らい く

つかの質問が出された。「子

どもに権利 を与 える と、わが ままにな るか ら、子 どもの 権利 は要 ら

ない ってい う大人 もい ますが ？」 には 「い ろいろな親 がい るの で言

いたい事 をいえ ない子 どもも います 。条例 があるか ら子 ども は守 ら

れる ことが でき る」 と条例 の必 要性 を強 調。 また、「子 ども と大人

のパ ー トナー シ ップ は うま くい き ま した か ？」 とい う質 問 に は、

「 子 ども委員 は集 ま るのが 遅か つた りしま したが、 でも大 人 は待 っ

てくれ ま した。」 と に っこ り。 パー トナー シ ップ成 功の ヒ ン トは こ

の言葉 にあ りそ うで す。

大人 たちの質 問に、て いね いに言葉 を選 びなが らも自然体 で答え

る子 ども委 員の 姿を見 て 、これ か らの活躍 が楽 しみ にな りま した。

条例を知 らな い人 たちへ 向け て、き っとた くさんのメ ッセー ジを発

信して くれ る ことで しょう。 （小平 由起）

D 第5 回 （8 ／4 ）

ワー クショップ・子 ども参加 をすすめよ う

ファシリテ一夕ー ：子 ど も の 権 利 条 約 ネ ッ トワ ー ク ・ ユ ー ス チ ー ム

今回の ワー クシ ョップは、参カロ者に、子 ども が参加 したイベ ン ト

づく りの シ ミ ュ レー シ ョン を して も ら う こ とで 、 子 ど も 参 カロを す す

める上 で必 要な こと・課題 ・ どのよ うに子 ども参加 を実 行 してい け

ばいい かについて考え ても らうことを 目的と して 行われた 。

進行 役 は、C R C ネ ッ ト・ユ ース であ り、川 崎 市で子 ども参 加活

動に携 わ ってきた佐 野 くん と 田森 くん 。 まず始 めに2 グルー プに分

かれて 、「子 ども参加 に必 要な もの は何 か」「子 ども に必 要 なもの を

提供す るた めに ど うい うことを すれ ばい いか ？」「子 ど も関連 の間

置巨で一番解 決 したい ことは何 か ？」 について話 し合 い、各 グル ー プ

でイベ ン トテー マを設定 して 、その テーマ を中心 に したイベ ン トの

実施 に向 けた準備の シミ ュレー シ ョンを行 った 。

各 グル ープ とも、 日時 や場所 を設定 する中 で、い つな ら子 ども が

参加 しやすい か、どんな 場所 が子 どもにと って出入 り しやす いの か

を考え ること にな つた。 また そのイベ ン トの 目的 を明確 に し （例え

ば、親 と子 ども が一緒 に過 ごす 時間 を持 つ、等 ）、 イベ ン トの 運営

方法を考 える中 で、大人 は子 ども にど う関わ ればい いのか （子 ども

をサ ポー トして ほ しい、等 ）、 大人 と子 どもの パー トナ ーシ ップの

結び方 につ いて、参カロ者同士 で議論 を深めた 。

最後 に、「今 、子 ども参カロと取 り立 てて言われるが 、本来 いた つて

日常的 なこ とな はずだ か ら、 このよ うな ワークシ ョップを しな くて

も普通 に子 どもが参加で きる社会 にな ればいい」「今 は意識 的に子 ど

もを優先 させ る意識 があ って もいい と思 うけど、いず れは人 間 （お

とな とこども ）なんて い うひと くくりでい いような社会 にな ればい

いな」とい った感想が司会 よ

り話 された。

内容 の 濃 い ワー ク シ ョッ

プだ った だ け に、 も っと た

くさん の 人 に参 加 して も ら

いたかった。 （内田塔子）

子 ど もの
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N C R C が後援・賛同・協力 し、参カロしたイベ ン ト・会合

などを掲載 してい ます。

子どもの播榔 ネットワーク
ホームページ・リニューアル ナナ

子 どもの権 利条約 ネ ッ トワー クのW e b サイ トが、 7 月 3 0 日か ら新 しくな りま した 。新 しい担当者 を迎 えて、 よ り頻

繁な更 新 がで きる体 制 に。今 までの 内容 にカロえ、子 ども の権利 条約 に関す る情報 や、 関係 団体 との リンクな どを弓垂化

してい ます。デ ザイ ンも 、シ ンプル で暖かみの衣iるもの にな りま した。

今後 は 、基本 的な情 報の 充実 はもち ろん 、イベ ン トな どの速 報、人・ 団 体との つな が り、 そ して 「子 ども も読 むサ

イト」 にする こと、な どに重 点 をおいて作 って いきたい と思 います。

月 に2 回程度の割 合で更新 してい く予定ですの で、ぜ ひ見 に来 て くださ いね。

新サイ トの U R Lはこちら：http：／／WWW6．0Cn．ne．jp／‾nc「c／
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★発 行 （隔月刊）

子ども の権利条 約 ネ ッ トワー ク
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J U N E

1 金 「子ども ・ユース」運営委員会 （ユニセフ協会）

4 月 第2 国運営委員会

9 土 第 1国学習講座

15 金 「横浜会議を成功させる会」第4 国会合

2 3 土 第2 国学習講座

J U L Y

2 月 第 3 国運営委員会

8 日 第 2 国子どもの権利条約市民 ・N G O 報告書をつくる会
第3 回総会

1 4 土 第 3 国学習講座

1 9 木 「横さ兵会議を成功させる会」第5 国会合

2 2 日 学習講座 「第5 回」打ち合わせ （C R C ネット ・ユースチ

－ム）
2 6 木 学習講座 「第5 回」打ち合わせ （C R C ネッ ト・ユースチ

－ム）
2 8 土 第 4 国学習講座

2 8 土・－2 9 卜日 l ファシリテ一夕ー養成講座 （ユニセフ協会）

3 1 火 】Y F （国際青少年育成財団）主催 「“青少年の参画”

促進アジア地域会議」＝ Y F ＝国際青少年育成財団
主催 8／9 ～ 12 ）打ち合わせ


